
【議題】第６回公募について（募集区画・募集方法）

１． 募集区画

R8.4.23 福岡市屋台選定委員会 資料２

〔屋台の区画の考え方〕

・ 屋台が連なり定着している場所

・ 条例の基準を満たし、環境整備ができる場所

・ 地域に理解され、道路交通の問題が少ない場所

２３区画

・ 第１回公募屋台の営業区画 １８

・ 廃業により生じた空き区画 ５

【前回公募からの屋台軒数の推移】

▲７軒の廃業理由（内訳）

〔 既存屋台 ▲５軒 〕

・死亡 ２軒、 体調不良・高齢 ３軒

〔 公募屋台 ▲２軒 〕

・体力的に継続困難 １軒

・更新審査未申請（従業員の確保が困難） １軒

第５回公募開始時
(R6.5.27)

現状
（R8.4.1時点）

100軒

う ち公 募屋 台

43軒廃業 ▲７

第５回公募屋台 +6101軒

う ち公 募屋 台

39軒

２． 募集方法（前回と同様）

○ ６つの地区（長浜、天神北、天神中央、天神南、中洲北、 清流公園）
に分けて募集。

○ 応募者は、第１希望から第６希望まで地区を選択することができ、
成績上位者の希望に沿って、営業地区を決める。

公募期 募集
募集
区画数

応募者数 営業開始
当初の
営業者数

現在の
営業者数

第１回 H28.9 28区画 108人 H29.4- 23人 18人

第２回 H30.12 14区画 22人 R1.8- ９人 ４人

第３回 R2.10 10区画 21人 R3.10- ５人 ４人

第４回 R4.８ 13区画 65人 R5.6- 13人 1１人

第５回 R6.５ ６区画 61人 R7.4- ６人 ６人

【参考】過去の公募実績

【参考】屋台軒数の推移

公募屋台

既存屋台

※各年度４月１日時点

※７軒の廃業に対し、空き区画が５つである理由

・国道屋台の廃業（市道ではないため募集区画にできない）

・既存屋台の移転
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〔内訳〕


	【報告】屋台の魅力向上の取組について
	【議題】第６回公募について（募集区画・募集方法）
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5



